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外来機能報告における紹介率及び逆紹介率の報告について 

 

平素は、本会活動の推進に対しまして、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省の標記事務連絡につきまして、このたび別添の通り、日本医師会から通知があり

ました。 

本件は外来機能報告が本年１０月から開始されることから、その報告事項である紹介率及び逆紹介

率の報告対象期間等について周知を依頼するものです。 

具体的には、令和４年度の外来機能報告は令和４年７月の１ヶ月間の紹介率及び逆紹介率を報告対

象とし、令和５年度は令和４年７月から令和５年３月を報告対象とすること、また、紹介率及び逆紹

介率の計算式は地域医療支援病院の定義を活用することが改めて示されております。 

なお、外来機能報告については、病院や有床診療所、並びに外来機能報告対象医療機関になった無

床診療所が対象医療機関ですが、本会の事務負担軽減を求める主張を踏まえ、有床診療所等の紹介率

及び逆紹介率の項目等については、報告は任意とされておりますことにご留意頂きたく存じます。 

貴会におかれましてもご了知いただき、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

  【参考（日本医師会メンバーズルームから別添文書の閲覧が可能）】 

https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/chiiki/2022chi_607.pdf 

    ※閲覧にはユーザー名とパスワードでのログインが必要です。 

    ユーザー名：会員ID（日医刊行物送付番号）の10桁の数字（半角で入力）。 

          宛名シール下部に印刷されている10桁の数字です。 

    パスワード：生年月日の「西暦の下2桁、月2桁、日2桁」を並べた6桁の数字（半角入力） 
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